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夏は楽しく水遊び（親子クラブ・りす組）

《親子クラブ》
りす組（２歳児～）
●日時：第１・３水曜日
　　　　午後10時～ 11時
よちよち組（０～１歳児）
●日時：第２水曜日・木曜日
　　　　午前10時～ 10時30分

内子児童館　☎０８９３（４４）３１０１

内子町子育て支援センター　☎０８９３（４４）６３５５

五十崎児童館きらり　☎０８９３（４４）２００１

《親子クラブ》
うさぎ組（２歳児～）
●日時：第２・４木曜日
　　　　午後10時～ 11時
ひよこ組（０～１歳児）
●日時：第３水曜日・木曜日
　　　　午前10時～ 10時30分

《なかよしママクラブ》
●日時：第１金曜日
　　　　午後10時～ 11時30分
●対象：育児中のママ

《親子教室》
●日時：第２・４木曜日
　　　　午前10時～ 11時
●対象：０歳児～
●場所：小田保健センター

《乳幼児学級》
●日時：第２月曜日
　　　　午後10時～ 11時
●対象：０歳児～
●場所：内子町子育て支援センター
●申込期間：４月６日（月）～ 30日（木）
●登録数：20組程度（先着順）

●対象／定員
▷内子放課後クラブ
　内子小の１～３年生／ 30人程度
▷五十崎放課後児童クラブ
　五十崎・天神小の１～３年生／ 20人程度
●利用期間　
　４月１日（水）～ 28年３月31日（木）
※日曜日、祝日、お盆、年末年始は除く。

●実施時間　放課後～午後５時45分（学校休業日は
　午前８時30分～午後５時45分）
●利用料　月額5,000円（８月は１万円）
●申込期限　２月20日（金）
●条件　昼間、保護者が就労し、祖父母がいても世
　話ができない家庭の児童で、保護者が迎えに来ら
　れること。（就労証明書が必要）
※内子児童館、五十崎児童館にお申し込みください。

放課後児童クラブの利用者を募集します

子育て支援クラブの会員を募集します！
＼みんな集まれ／

随時募集中

各施設に直接申込

ください。

楽しいリズム遊び（親子クラブ）

親子で「ふれあい遊び」（乳幼児学級）



町からのお知らせnformationＩ

　国民健康保険税は被保険者の皆さんが病院に
かかったとき、医療費に充てられる大切な財源
です。その財源を確保するために27年度から税
率が上がります。
　今回の改正は医療費が増加して、22年度以降
の国保会計の実質単年度収支で赤字決算が続い

ているためです。被保険者の皆さんの負担は増え
ますが、国民健康保険の健全な運営のため、ご理
解とご協力をお願いします。
【問い合わせ】
税務課　保険税係
☎０８９３（４４）６１５３

27年度から国民健康保険税の税率が変わります

※１　所得割：（26年中の所得金額－基礎控除33万円）×税率
※２　資産割：27年度の資産税額×税率
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区　分

（対象）

医療保険分

（全ての被保険者）
後期高齢者支援金分

（全ての被保険者）
介護保険分

（40 ～ 64歳の被保険者）

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

所得割（※１）（所得に対して） 5.40㌫ 6.23㌫ 2.80㌫ 3.28㌫ 1.50㌫ 2.78㌫

資産割（※２）（資産税に対して） 23.00㌫ 28.10㌫ 13.00㌫ 14.80㌫ 8.00㌫ 16.00㌫

均等割 （被保険者１人当たり） 18,800円 21,000円 9,000円 11,100円 7,200円 11,600円

平等割 （１世帯当たり） 16,600円 16,900円 8,200円 8,700円 4,200円 6,400円

●27年度からの新しい税率
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町からのお知らせnformationＩ

　

コラム＊ねんきん瓦版

●社会全体で高齢者などを支える制度　
　かつては農業や自営業を家族で営む人が多
く、親の老後は家族で支えていました。しかし
都市化や少子高齢化が進み、国民意識も時代
に伴って変化している現在、老後を子どもから
の仕送りなどのみに頼って生活するのは困難に
なっています。
　こうした社会の変化の中で、どれだけ長生き
しても、また子どもの同居や経済状況などの私
的な家族の状況にかかわらず、安心・自立して
老後を暮らせるための社会的な仕組みとして、
公的年金制度が整備されてきました。
●予測できない将来のために
　経済変動や自分の寿命を的確に予測すること
は困難です。公的年金制度がなければ、私たち
は自分の親の老後を仕送りなどで支えながら、
自分自身の老後に備える必要があります。自分

や家族に何が起きるのか予測できない中で、個人
の力だけでさまざまな人生のリスクに備えること
には限界があります。また今の１万円の価値がど
のように変化するのか、あるいは社会経済がどう
変化するのかは、誰にも予測はできません。
　公的年金制度は物価や賃金の動向に応じて給付
の水準が改善されるため、私的な貯蓄などでは難
しい老後の安定的な所得を保障します。
　年老いたときや、いざというときの生活を働く
世代みんなで支え合う。国民の生活に不可欠な役
割を果たしているのが、公的年金制度なのです。

【問い合わせ】
○住民課　国民年金係
☎０８９３（４４）６１５２
○松山西年金事務所
☎０８９（９２５）５１０５

知っていてほしい、
公的年金制度が果たす役割
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基本料金
口径 旧 新

13㎜
20㎜ 772円 967円

基本料金
口径 旧 新

25㎜ 1,131円 1,543円
30㎜ 1,234円 2,571円
40㎜ 1,852円 4,114円
50㎜ 2,263円 6,172円
75㎜ 3,703円 8,229円

100㎜ 6,788円 12,343円

　五十崎地区は24年4月1日、簡易水道事業から上水
道事業へ統合しました。
　水道料金は内子地区の上水道料金に統一しますが、
利用者の急激な負担増加を避けるため、３年間の緩和
措置を行っていました。この緩和措置が27年３月使用
分で終了することに伴い、五十崎地区の水道料金は内

五十崎地区の水道料金が変わります

《専用栓、一般、口径 13・20㎜／基本水量８㎥》

《専用栓、一般、口径 25 ～ 100㎜》

使用水量（㎥） ～８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13㎜ 1,037 1,191 1,345 1,499 1,653 1,807 1,961 2,115 2,269 2,423 2,577 2,731 2,885
20㎜ 1,112 1,266 1,420 1,574 1,728 1,882 2,036 2,190 2,344 2,498 2,652 2,806 2,960

使用水量（㎥） 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
13㎜ 3,050 3,215 3,380 3,545 3,710 3,875 4,040 4,205 4,370 4,535 4,709 4,883 5,057
20㎜ 3,125 3,290 3,455 3,620 3,785 3,950 4,115 4,280 4,445 4,610 4,784 4,958 5,132
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昨年の植栽活動の様子

　水道料金表

子地区と同じになりますので、お知らせします。
※新しい料金の適用は、４月使用分です。（請求は５
　月になります）
【問い合わせ】
建設デザイン課　上下水道対策班・水道係
☎０８９３（４４）６１５８

　新料金早見表（水道メーター 13mm・20mmの場合）

使用水量（㎥） 35 40 50 60 70 100
13㎜ 5,405 6,275 8,015 9,865 11,715 17,265
20㎜ 5,480 6,350 8,090 9,940 11,790 17,340

13・20ｍｍ以外のメーター口径、早見表にない水量の

場合は、下記の算定方法を参考に計算してください。

量水器
口径

１カ月
使用料金

13㎜ 70円

20㎜ 145円

25㎜ 151円

30㎜ 237円

40㎜ 297円

50㎜ 1,620円

75㎜ 2,122円

100㎜ 2,689円

　量水器使用料表

※表示は全て消費税を
　含む料金です。

（例）13mmのメーターを使用して、20㎥の水を使った場合
●基本料金967円＋（従量料金154円×12㎥）＋量水器使用量70円＝2,885円

料金＝基本料金＋従量料金＋量水器使用量

　料金の算定方法
皆さんのご理解とご
協力をお願いします

従量料金（１㎥につき）
使用水量 旧 新

８㎥を超え20㎥まで分 133円 154円
20㎥を超え30㎥まで分 144円 165円
30㎥を超え50㎥まで分 154円 174円
50㎥を超え100㎥まで分 165円 185円
100㎥を超える分 185円 206円

従量料金（１㎥につき）
使用水量 旧 新

 1㎥を超え20㎥まで分 113円 154円
20㎥を超え30㎥まで分 133円 165円
30㎥を超え50㎥まで分 144円 174円
50を超え100㎥まで分 154円 185円
100㎥を超える分 154円 206円
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